
２０２６年３月２日 

 

お客さま各位 

 

阪神電気鉄道株式会社 

 

神戸高速線 旅客営業に関する約款の変更について 

 

平素は阪神電車をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

「旅客営業規則」第１４条の定めに基づき、下記の通り、旅客営業に関する約款の変更を行いま

すのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．変更する約款 

「旅客営業規則」 

 

 

２．主な変更理由及び変更箇所 

被救護者旅客運賃割引証の様式変更に伴う改正。 

旅客営業規則 

（第 56 条） 

※詳細は「新旧対照表」をご覧ください。 

 

 

３．適用開始日 

２０２６（令和８）年３月１４日（土） 

 

 

以 上 
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新旧対照表 

現行 改正 

旅客営業規則 

 

（中略） 

第２編  旅客営業 

（中略） 

第２章  普通乗車券 

第１節 普通乗車券の発売 

（中略） 

 

（被救護者旅客運賃割引証） 

第 56 条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車

券を購入する場合は、その保護又は救護を受ける施設の

代表者から割引証の番号、指定番号、乗車区間、乗車券

の種類、旅行証明書番号、被救護者の氏名及び年令、

付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年令、有効

期限、発行年月日、施設の所在地、名称並びにその代表

者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された

被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて提出するものと

する。   

２  被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとす

る。 

        表                       裏 

 

 

（以下省略） 

旅客営業規則 

 

（中略） 

第２編  旅客営業 

（中略） 

第２章  普通乗車券 

第１節 普通乗車券の発売 

（中略） 

 

（被救護者旅客運賃割引証） 

第 56 条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車

券を購入する場合は、その保護又は救護を受ける施設の

代表者から割引証の番号、指定番号、乗車区間、乗車券

の種類、旅行証明書番号、被救護者の氏名及び年令、付

添人を必要とするときは付添人の氏名及び年令、有効期

限、発行年月日、施設の所在地、名称並びにその代表者

の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被

救護者旅客運賃割引証の交付を受けて提出するものとす

る。   

２  被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとす

る。 

 

（以下省略） 
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